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平成27年度  児童手当「現況届」・子育て世帯臨時特例給付金平成27年度  児童手当「現況届」・子育て世帯臨時特例給付金
今年度は児童手当の現況届が、子育て世帯臨時特例給付金の申請書を兼ねています。

現況届と一緒に提出する必要書類

対象者

平成27年5月1日時点で那覇市に住民票のある方で、平成27年6月分の児童手
当（特例給付を除く）の受給者および要件を満たす方。
※要件を満たす方とは、児童手当の認定請求を忘れたなどで平成27年6月分の児童手当を
受給していないものの、平成27年6月分の児童手当の受給要件を満たす方をいいます。

対象児童
平成27年6月分の児童手当（特例給付を除く）の対象となる児童。
※平成27年6月1日以降に生まれた児童は対象となりません。

受付期間 6月1日(月)～12月1日(火)※郵送は、12月1日消印まで有効

支払日
支払方法 10月以降に、直近の児童手当の振込口座へ入金

支給額 対象児童1人につき3,000円（1回限りの支給です）

申請方法

●児童手当の平成27年度現況届が、子育て世帯臨時特例給付金の申請書を兼
ねています。裏面の誓約・同意事項をご確認ください。（特例給付の受給者は、
現況届のみの提出として取扱います）
●平成27年6月分からの児童手当の認定申請をされている方（現況届対象外）
は、認定通知とともに別途、給付金申請書をお送りいたします。
※児童手当の認定請求を忘れたなどで、平成27年6月分の児童手当の対象となる児童分の
支給が受けられない方についても、支給対象になる場合があります。窓口へご相談ください。

提出先

郵
送

窓
口

〒900-8585　那覇市泉崎1丁目1番1号
那覇市役所　子育て応援課　児童グループ行
※専用の返信用封筒をご利用ください

市役所3階　子育て応援課44番窓口（現況届・給付金一括提出の方）
市役所3階　子育て世帯臨時特例給付金特設窓口（公務員等、給付金申請

書のみの方）［受付時間 9：00～17：00］

【注意】
●申請書の送付は支給を保証するものではありません。申請書の受理後に審査を行い支給を
判定します。
●公務員の申請はお住まいの市町村です。勤務先から配布された申請書をご利用ください。
また、指定口座への振り込みとなります。
●給付金をよそおった振り込め詐欺にご注意ください。
市がATMの操作や手数料の振込を依頼することは絶対にありません。
●臨時福祉給付金については福祉政策課が担当します。臨時福祉給付金の申請書は8月上旬
に発送予定です。

●平成27年6月1日において、受給者（口座名義人）が厚生年金または共済年金
に加入している場合は、受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
●平成27年1月1日において、受給者または配偶者が那覇市外に住所のあった
場合は、受給者とその配偶者の平成27年度の所得証明書（平成27年1月1日時
点の住所地で発行）
●平成27年6月1日において、児童が市外にいる場合は、児童が属する世帯全員
の住民票とう本（本籍地・筆頭者の表示があるもの）
※世帯の状況によって、現況届と一緒に提出する書類が異なります。自宅に届く
関係書類をご確認ください。
※提出遅れまたは書類不備がある場合は、次回の支払日（10月9日）より支払い
が遅れることになります。

児童手当の現況届

　現況届は、現在、那覇市から児童手当を受けている方の所得状況、児童の
養育状況を確認し、引き続き受けられるかを決定する大切な届出です。
提出がない場合、6月分以降の手当を受けられなくなりますので、必ず手続
きしてください。

子育て世帯臨時特例給付金

　消費税率の引上げによる家計への負担を減らすため、
子育て世帯に対して「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

提出期間 6月1日（月）～6月30日（火）

お問い合わせ 子 育 て 応 援 課　☎861-6951

お
問
い
合
わ
せ

●申請に関すること  ＜6月1日開設＞
　那覇市児童手当現況届・子育て給付金コールセンター
　☎901-2108（平日8：30～17：30）
●その他
　子育て応援課  ☎861-6951

なはの

子育てインフォ ②
ひとり親家庭を応援します！ひとり親家庭を応援します！
経済的支援

なはの

子育てインフォ ②

●母子・父子・寡婦福祉貸付金
母子･父子･寡婦家庭の安定と向上を図り、児童が心身ともに健やかに
育成されることを目的に貸付ける資金です。
※貸付決定までには、担当者面談・内容審査などに相応の期間が必要ですので、早めの
ご相談をお勧めします。

■就学支度資金・・
■修学資金・・・・・・
■修業資金・・・・・・

入学金、支度準備金
学費(交通費、寮費等含可)
就職するために必要な知識技能を習得するための学費等

子のための資金(進学、就職)

■就職支度資金・・
■医療介護・・・・・・

就職するために必要な資金
医療、介護を受けるために
必要な資金

親または子の資金

■技能習得資金・・
■生活資金・・・・・・
■転宅資金・・・・・・

資格取得のための資金
生活安定のための資金
転居するための契約資金

親を対象とした資金

・ 現況届
・ 給付金
 申請書

平成25・26年度の「児童扶養手当現況届」はお早めに平成25・26年度の「児童扶養手当現況届」はお早めに
　平成25年度、平成26年度の児童扶養手当現況届を提出していない方は、必要書類
を添えて早めにご提出ください。2年間続けて現況届の提出がない場合、手当を受け
る資格がなくなりますので、ご注意ください。

児童扶養手当について

児童扶養手当は次の対象となる児童（18歳
に達する日以後の最初の3月31日までの間
にある児童、または20歳未満で政令の定め
る程度の障害の状態にある児童）を監護し
ている母、監護かつ生計を同じくする父、前
記の母や父にかわって養育している方が受
給できます。

【対象となる主な児童】
●父母が婚姻を解消した児童
●父または母が死亡した児童
●父または母が政令で定める程度の障害の状態
にある児童
●母が婚姻によらないで出産した児童
●父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受
けている児童
※その他の対象となる児童や手続き方法などに
つきましては、直接窓口までご相談ください

お問い合わせ 子 育 て 応 援 課　☎861-6951


